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船舶事故調査報告書 

 

平成３１年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１１月１７日 １８時００分ごろ 

発生場所 大分県臼杵
う す き

市佐
さ

志生
し う

漁港南東方沖 

下ノ江港灯台から真方位０５９°１,５００ｍ付近 

（概位 北緯３３°１０.０′ 東経１３１°５０.５′） 

事故の概要 漁船潮風
しおかぜ

は、南南東進中、岩場に乗り揚げた。 

潮風は、船底部の破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 潮風、１.８トン 

ＯＴ３－６０３４４（漁船登録番号）、個人所有 

７.６９ｍ（Lr）×２.０３ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１２５kＷ、平成９年５月２日 

第２９４－２０２５８号（船舶検査済票の番号） 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１６年９月２２日 

免許証交付日 平成２６年５月１９日 

（平成３１年９月２３日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 船底部に破口、プロペラ翼、プロペラシャフト及び舵板に曲損等 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日没時刻：１７時１０分ごろ 

事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、いか
．．

釣りをする目的で、平成３０

年１１月１７日１７時５５分ごろ臼杵市三ツ子島南方沖の釣り場に向

け、佐志生漁港を出発した。 

本船は、船長が操舵室で舵輪の手前に立って操船に当たり、臼杵市

黒島と三ツ子島の間に４か所に分けて南北に設置された消波ブロック

の列の内側を約１０ノットの対地速力で南東進した。 
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船長は、北側から３つ目の消波ブロックの列と４つ目の消波ブロッ

クの列との間（以下「本件出入口」という。）を減速して通過し、そ

の頃、生き餌が入った網を左舷船尾のたつ
．．

から海中に吊
つ

り下げている

ことに気付いた。 

船長は、網を引き揚げて生き餌を後部甲板の左舷側にある魚倉に移

す作業を行うこととしたが、前路に他船がいなかったので、減速して

直進しながら同作業を行おうと思い、右転して臼杵市街地の明かりと

島影を見ながら三ツ子島の東岸に沿って南下する南南東の針路とした

後、舵を中央に操作するとともに主機のスロットルレバーを下げて減

速し、後部甲板に移動した。 

本船は、船長が、後部甲板で左舷方を向いて中腰の姿勢で生き餌の

移動作業を行っていたところ、僅かに右転しながら航行を続け、１８

時００分ごろ、三ツ子島のうち、北側の２つの島の間に拡延する岩場

に船首を南方に向けて乗り揚げた。 

船長は、主機を中立運転とし、周囲を確認して三ツ子島に近い岩場

に本船が乗り揚げたことを認め、親族に携帯電話で本事故の発生を連

絡し、救助を依頼した。 

船長は、来援した親族の船で係留地に戻った。 

本船は、１９日船長が依頼して来援した船にえい
．．

航され、係留地に

戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 事故発生状況（船尾方から

撮影）、写真２ 事故発生状況（左舷方から撮影） 参照） 

その他の事項 本船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約０.８ｍであった。 

船長は、本件出入口を通過して右転を終え、後部甲板に移動した

際、舵を中央に操作して主機のスロットルレバーを下げたものの、ク

ラッチレバーを前進に入れたままにしており、僅かに右舵が残ってい

て、右転しながら駆け足程度の速力で乗り揚げたのではないかと本事

故後に思った。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、佐志生漁港南東方沖を南南東進中、船長が、生き餌の移動

作業を行う際、僅かに右転しながら、また、減速したものの微速前進

状態で航行を続けたことから、三ツ子島のうち、北側の２つの島の間

に拡延する岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、佐志生漁港南東方沖を南南東進中、船長

が、生き餌の移動作業を行う際、僅かに右転しながら、また、減速し

たものの微速前進状態で航行を続けたため、三ツ子島のうち、北側の

２つの島の間に拡延する岩場に乗り揚げたものと考えられる。 
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再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・生き餌の移動作業など、船舶の運航とは別の作業を行う場合は、

必ず行きあしを止めること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 事故発生状況（船尾方から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 事故発生状況（左舷方から撮影） 

網を吊っていたたつ
．．

 


